
松江市告示第 244 号 

 

 松江市設備導入支援事業補助金交付要綱（平成 25 年松江市告示第 89 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

令和 5 年 3 月 31 日 

松江市長  上 定 昭 仁      

 

次の表により、改正後欄に掲げる規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないもの

は、これを加え、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分は、これに対応する改正後欄に掲

げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定で改正後欄にこれに対応す

るものを掲げていないものは、これを削る。 

改正後 改正前 

 (定義)  (定義) 

第2条 略 第2条 略 

 (1) 略  (1) 略 

(2) 製造業 日本標準産業分類(平成25

年10月改定)に定める大分類に掲げる産

業のうち、製造業に属するものをいう。 

 

(3)・(4) 略 (2)・(3) 略 

(補助の対象等) (補助の対象等) 

第3条 略 第3条 略 

略 

交付の対

象である

事業の内

容 

工作機械等の導入(公益財団法

人しまね産業振興財団の実施

する設備貸与制度を利用する

場合を含むものとし、リース・

レンタルによる場合を除く。以

下同じ。)とする。ただし、こ

の補助金と同様の趣旨の他の

補助金等の交付を受けている

略 

交付の対

象である

事業の内

容 

工作機械等の導入(公益財団法

人しまね産業振興財団の実施

する設備貸与制度を利用する

場合を含むものとし、リース・

レンタルによる場合を除く。以

下同じ。)(        こ

の補助金と同様の趣旨の他の

補助金等の交付を受けている



場合を除く。 

 

 

補助対象

経費 

次に掲げる経費とする      

               

     。ただし、消費税及

び地方消費税の額を除く。 

 (1) 市内事業所への1台当

たり80万円以上の工作機

械等の導入に要する経費 

 (2) その他市長が特に必要

と認める経費 

略 

補助事業

者の範囲 

       製造業     

  を主たる事業として営む

中小企業者であって、次に掲げ

る要件の全てに該当するもの

とする。 

(1)・(2) 略 

終期 令和6年3月31日 
 

場合を除く。)とする。ただし、

市長が特に認める場合は、この

限りでない。 

補助対象

経費 

市内事業所への1台当たり80万

円以上の工作機械等の導入に

要する経費。ただし、消費税及

び地方消費税の額を除く。 

 

 

 

 

 

略 

補助事業

者の範囲 

補助事業者は、製造業に属する

事業を主たる事業として営む

中小企業者であって、次に掲げ

る要件の全てに該当するもの

とする。 

(1)・(2) 略 

終期 令和5年3月31日 
 

 (現地調査)  (現地調査) 

第6条 略 第6条 略 

2 前項の現地調査は、工作機械等の引渡し

を受けた日から起算して2か月を経過する

日又は令和6年3月31日のいずれか早い日

までの間であって、かつ、当該工作機械等

の導入に係る経費(次項において「経費」と

いう。)を支払う前に受けるものとする。 

2 前項の現地調査は、工作機械等の引渡し

を受けた日から起算して2か月を経過する

日又は令和5年3月31日のいずれか早い日

までの間であって、かつ、当該工作機械等

の導入に係る経費(次項において「経費」と

いう。)を支払う前に受けるものとする。 

3 略 3 略 

 (軽微な内容の変更) 

 第8条 規則第10条第3項に規定する軽微な



内容の変更とは、補助金交付の目的の達成

に支障を来すことのない事業計画の変更

又は補助対象経費の20パーセント以内の

減額の変更とする。 

第8条・第9条 略 第9条・第10条 略 

 (補助金の返還)  (事業所の移転) 

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者

は、補助事業完了後5年未満で事業所を市

外に移転し、又は廃業する場合には、市長

にその旨を報告するとともに、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の

補助金を  返還しなければならない。た

だし、市長が認めるときは、この限りでな

い。 

(1) 事業所を市外に移転する場合 全額 

(2) 廃業する場合 全額又は一部 

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者

が、補助事業完了後5年未満で事業所を市

外へ移転      する場合には、   

                     

                     

 補助金を全額返還しなければならない。た

だし、市長が認めるときは、この限りでな

い。 

第11条 略 第12条 略 

   附 則    附 則 

1 略 1 略 

(読替規定) (読替規定) 

2 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第

59条の規定による新型コロナウイルス感

染症等に係る徴収猶予の特例を受けた補

助事業者に限り、第8条第4号中「市税に滞

納がないことが分かる証明書」を「誓約及

び同意書」とする。 

2 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第

59条の規定による新型コロナウイルス感

染症等に係る徴収猶予の特例を受けた補

助事業者に限り、第9条第4号中「市税に滞

納がないことが分かる証明書」を「誓約及

び同意書」とする。 
  

 

附 則 

この告示は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 


